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Ⅰ 答申にあたって 

 

杉並区では、平成元年に「杉並区狭あい道路拡幅整備条例」が施行され、約

30 年間に建築基準法第 42 条第 2 項に規定する道路の延長のうち約３割の拡幅

整備が行われてきました。 

平成 28 年７月１日には、近い将来発生が予測される首都直下地震等の災害や

火災の発生に備え、狭あい道路の拡幅により円滑な避難・通行を確保し、区民

の生命と財産を守るために、「杉並区狭あい道路拡幅整備条例」を改正し、「杉

並区狭あい道路の拡幅に関する条例」（以下、「条例」という。）を施行しました。 

条例は、施行後３年を目途として、条例の施行状況を勘案し、必要があると

認めるときは、条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措

置を講ずるものとすると規定しています。合わせて、狭あい道路の拡幅に関す

る施策の実施状況を毎年度公表することも規定しています。 

このたび、本協議会は区長から条例第９条第２項第４号に規定する「狭あい

道路の拡幅に関する施策の実施状況に関する事項」について諮問を受けました。 

本協議会では、施策の実施状況を、区が区民等（区民、事業者、建築主及び

土地所有者等）に対し、わかりやすく説明できること、さらに客観的な評価に

より、条例の規定などについて検証できることの２つを主な観点とし検討いた

しました。 

その結果、条例は改正施行後まだ約１年の時点である点も勘案し、今回は「評

価・公表の対象とすべき施策項目の選定」を答申の内容とすることとしました。 
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Ⅱ 答申 

諮問事項 

   杉並区狭あい道路の拡幅に関する条例第９条第２項第４号（狭あい道路

の拡幅に関する施策の実施状況に関する事項）について 

 

 施策の実施状況に関する事項について評価・公表する施策項目については、

条例の目的を明確に示し、区民等（区民、事業者、建築主及び土地所有者等）

にとって効果や成果がわかりやすく、狭あい道路拡幅整備に関する検証に寄与

するものとすることが望まれます。 

  

 

 

 １）評価・公表の対象とする施策項目 

 

答 申 狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況に関する事項について 

評価・公表の対象とする施策項目については、次の６項目とします。 

 

 （１）拡幅整備の取組 

 （２）支障物件の取組 

 （３）助成制度の取組 

 （４）重点整備路線の取組 

 （５）電柱等移設の取組 

 （６）普及啓発の取組 
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 ２）評価･公表の対象とする各施策項目の選定理由及び具体的な内容について 

 

 （１）拡幅整備の取組 

〔理由〕 

 平成元年から約 30年に渡り継続している狭あい道路の拡幅整備

の進捗を客観的に示すことができ、また経年的に課題を評価するこ

とができる。 

 

〔具体的な内容〕 

 ・拡幅整備件数 

 ・測量件数 

 ・拡幅整備延長 

 ・拡幅整備に要した工事費および測量費 

   

 

 

 （２）支障物件の取組 

〔理由〕 

 条例により新たに設けた支障物件の取組状況を示すことで、円滑

な避難・通行の確保という目的の達成度を評価することができる。 

 

〔具体的な内容〕 

 ・支障物件の相談・要望等の状況 

 ・支障物件の指導状況 
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 （３）助成制度の取組 

〔理由〕 

 取り組みの実施状況を示すことで、拡幅整備への動機づけや誘導

について助成制度が有効に機能しているかを評価することができ

る。 

 

〔具体的な内容〕 

 ・助成金交付件数 

 ・助成金交付金額 

 

 

 （４）重点整備路線の取組 

〔理由〕 

 改正条例による新たな取組であり、平成 28 年 11 月に指定した

４路線について拡幅の必要性が高いとしている。取り組みの実施状

況を示すことで、指定した効果を評価することができる。 

 

 

〔具体的な内容〕※すべて重点整備路線内の数字 

 ・拡幅整備件数 

 ・支障物件の設置状況 

 ・支障物件の指導状況 

 ・助成金交付件数 

 ・助成金交付金額 

 

 

 （５）電柱等移設の取組 

〔理由〕 

 拡幅後に突出したままの電柱等は、条例の目的である円滑な避

難・通行の確保の支障となる。そのため、電柱等移設の取組状況を

示すことで、達成度を評価することができる。 

 

〔具体的な内容〕 

 ・移設依頼本数 

 ・移設本数 

   ※電柱等：東電柱、電信電話柱を示す。  
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 （６）普及啓発の取組 

〔理由〕 

 狭あい道路拡幅整備事業の推進のためには、区民等の理解・協力

が不可欠である。 

 区民意識の醸成や、事業者への理解と協力を一層推進するため、

取り組みの実施状況を示すことで、効果的かつ効率的な普及啓発が

実施されているか評価することができる。 

  

〔具体的な内容〕 

・普及啓発の取組についての実績 

 方法と回数・内容等： 

・広報紙、HP、イベント出展、説明会､パンフレット 

・要望、区民意向調査等の結果 

 

 

 ３）公表方法について 

 

 公表にあたっては、複数年度の実施状況や、専門的用語への注釈・図・

写真及びグラフの活用等により視覚化を図り、また、補足として過去の実

績資料についても掲載する等、区民等（区民、事業者、建築主及び土地所

有者等）が区の取組を容易に理解できるよう表現することが重要である。 
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Ⅲ おわりに 

条例では、条例施行後３年を目途として、条例施行状況を勘案し必要がある

と認める時は、必要な措置を講ずるものと規定されています。合わせて、狭あ

い道路の拡幅に関する施策の実施状況を毎年度公表することと規定されていま

す。 

そうした中、狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況に関する事項につい

て諮問を受けました。 

各項目を適正に評価し、狭あい道路拡幅整備事業の現状を検証し評価するこ

とで、区全体で円滑な避難・通行の確保が進み、近い将来発生が予測される首

都直下地震等の災害や火災の発生に備えることとなり、区民の生命と財産を守

ることに繋がると考えます。 

また、このたび答申した事項の外にも、狭あい道路の拡幅に繋がる取組を継

続的に行っていく必要があると考えます。特に重点整備路線の路線②に見られ

るような、本条例による施策だけでは解決できない状況に対する取組も必要で

あり、建築基準法に基づく建築行政との連携等により実態の是正を図り、狭あ

い道路の拡幅が進むことを望みます。 

杉並区は、狭あい道路の拡幅に関して全国的にも先進的な施策を実施してお

り、こうした杉並区の取組が公表され、評価・検証し、検討をしていくことで

他自治体等杉並区以外へも波及し、全国的に狭あい道路が拡幅されていく流れ

ができるきっかけとなることを、本協議会としても望みます。 
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杉並区狭あい道路の拡幅に関する協議会の検討経過 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

回 数 開 催 日 主 な 内 容 

平成 29年度 

第１回 

平成 29年 

5月 15日 

・狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況に関する

事項(諮問) 

第２回 
平成 29年 

7月 28日 

・狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況に関する

事項 
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